
○東京港埠頭株式会社契約規程 

平成２３年４月 １ 日 

規 程 第 ２ ９ 号 

 

（目的） 

第１条 この規程は、東京港埠頭株式会社（以下「会社」という。）の契約処理に関して、

公平性、競争性、経済性、透明性の確保を目的とし、事業の能率的運営の推進に資する

ことを目的としている。 

（適用範囲） 

第２条 会社の契約処理に関しては、法令その他別に定めるもののほか、この規定の定め

るところによる。 

（契約の方法） 

第３条 会社は、契約を締結しようとするときは、すべて入札等の競争（以下「入札等」

という。）に付さなければならない。ただし、業務上特に必要と認められるときは、随意

契約の方法によることができる。 

（予定価格） 

第４条 会社は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該契約の予定価格を設 

定しなければならない。ただし、契約の内容が軽易なもの又は契約の性質が予定価格の

設定を要しないと認められるものについては、予定価格の設定を省略することができる。 

（複数年契約） 

第５条 会社は、事業運営上必要があると認められるときは、複数年にわたる契約を締結 

することができる。 

（公募による競争参加者の募集） 

第６条 会社が第３条に定める入札等による契約を締結しようとする場合において、必要 

と認められるときは、あらかじめ次の各号に掲げる内容の全部又は、一部を公表し、公

募による競争参加者の募集を行うことができる。 

(1)  契約しようとする事案（以下本条において「契約」という。）の件名 

(2)  契約内容の概要 

(3)  契約の履行場所および履行期限 

(4)  契約の予定価格 

(5)  その他、契約にあたり必要な事項 

（入札保証金） 

第７条 会社は、第３条の規定により競争に付そうとするときは、競争に参加する者をし

て、第４条に規定する予定価格の１００分の５以上の入札保証金を納めさせることがで

きる。 

２ 前項の保証金の納付は、銀行の保証若しくは裏書のある小切手又は確実と認められる



有価証券の提供をもってこれに代えることができる。 

（落札の方法） 

第８条 会社は、競争に付する場合において、別に定める場合をのぞき、契約の目的に応

じ、予定価格の制限の範囲内で最高の価格または最低の価格をもって申し込みをした者

を契約の相手方とするものとする。ただし、会社の支出の原因となる契約において、特

別な理由があるときは、最低価格をもって申し込みをした者以外の者を落札者とするこ

とができる。 

（契約書） 

第９条 会社は、契約の相手方を決定したときは、契約の目的、契約金額及び履行期限、

その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、軽易な契約に

ついては、契約書の作成を省略し、または、これに代わる書類の作成をもって処理する

ことができる。 

（契約の保証） 

第１０条 会社は、工事（工事に関する設計、調査および測量を除く。以下本条において

同じ。）に係る請負契約を締結するときは、相手方をして完成保証人をたてさせることが

できる。 

２ 会社は、前項に規定する契約以外の契約を締結するときは、相手方をして契約金額の

１００分の１０以上の契約保証金を納めさせることができる。 

３ 前項に規定する契約保証金の納付については、第７条２項を準用する。 

（契約台帳） 

第１１条 会社が締結した契約については、その処理内容を明らかにするため、契約台帳

を備え、所要の事項を記録整理しなければならない。 

（前払金） 

第１２条 会社は、工事（工事に関する設計、調査及び測量を含む。）並びに製造等の請負

人に対して東京港埠頭株式会社会計規程第２５条に定める前払金を支払うことができる。 

（部分払） 

第１３条 会社は、工事（工事に関する設計、調査及び測量を含む。）並びに製造等（以下

本条において「工事等」という。）の請負人に対する既済部分又は物件の買入契約に係る

既納部分に対し、契約により、完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要があるときは、

別に定める検査調書に基づいて工事等の請負については既済部分に対する対価の１００

分の９０、物件等の買入については、その既納部分の代価の範囲内で部分払をすることが

できる。ただし、性質上可分の工事等の完済部分にあっては、その代価まで支払うことが

できる。 

（契約の履行遅滞） 

第１４条 契約の相手方の責に帰すべき事由により契約の相手方が履行期限内に契約を履

行することができない場合において、当該期限後に契約の履行を完了する見込みがあると



きは、契約を解除しないでこれを履行遅滞とし、相当の期間を定め期限を延長することが

できる。 

２ 天災その他不可抗力又は契約の相手方の責に帰することができない事由による場合に

おいては、履行遅滞とはしないで、相当の期間を定め期限を延長することができる。 

３ 第１項の規定により履行遅滞とした場合においては、履行期限到来日の翌日から履行

の行なわれる日までの日数に応じ、次の各号により算定した金額に政府契約の支払遅延防

止等に関する法律（昭和 24 年 12 月 12 日法律第 256 号）第 8 条に規定する財務大臣が決

定する遅延利息の率の割合で計算した金額を遅延利息として契約の相手方から徴収する

ものとする。 

(1)  既に契約を履行した部分のある場合は、当該部分に対する契約金額相当分を契約金

額から控除した金額 

(2)  前項以外の場合は、その契約金額 

（債権の譲渡及び債務の履行委任） 

第１５条 契約の相手方が第三者に対し債権を譲渡し、又は債務を委任し、若しくは請け

負わせようとするときは、あらかじめ書面を提出させ、承認を受けさせなければならない。 

（転貸し等の禁止） 

第１６条 物件の貸し付けに関する契約のときは、契約の相手方をして第三者に当該物件

を使用する権利を譲渡させ、又は転貸させてはならない。ただし、特別の理由があると認

められる場合はこの限りでない。 

（契約の不履行） 

第１７条 契約の相手方が、その責に帰すべき事由により契約を履行しないとき、又は履

行不能となったとき、その他契約の相手方が契約の条件に違反し、その違反により契約の

目的を達することができないときは、契約を解除するものとする。 

（違約金） 

第１８条 前条第１項の規定により契約を解除した場合において、第１０条に規定する契

約保証金の納付がなく、又はその金額が契約金額の１００分の１０に満たないときは、契

約の相手方から契約金額の１００分の１０相当額又は不足額を違約金として徴収するも

のとする。 

（契約の解除） 

第１９条 第１７条の規定による場合を除き必要があるときは、契約の履行の完了前にそ

の契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、

相当と認める額を賠償するものとする。 

２ 前項または第１７条の規定により契約を解除した場合において工事等の既済部分があ

るときは、これを会社の所有とすることができる。 

３ 前項の規定により工事の既済部分を会社の所有とするときは、当該部分の検査を行な

ったうえ、当該部分に対する請負金額を契約の相手方に支払うものとする。 



（危険負担） 

第２０条 契約の目的物の引渡しを受ける前に契約の相手方の責に帰することのできない

事由により生じた損害は、契約の相手方の負担としなければならない。ただし、会社の責

に帰する事由による場合の損害については、この限りでない。 

２ 前項の場合において、天災事変その他不可抗力により契約の相手方が損害を受けたと

きは、その損害が重大で、かつ、契約の相手方が善良な管理者の注意をしたと認められる

ときに限り、その損害の全部又は一部を会社の負担とすることができる。 

（監督） 

第２１条 会社は、工事又は製造その他についての請負契約を締結したときは、その補助

者として指定された者に命じて契約の適正な履行を確保するため必要な監督をさせなけ

ればならない。 

２ 社長は、前項の監督をさせるため、監督員を設置するものとする。 

（検査） 

第２２条 会社は、前条に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については、

その補助者として指定された者に命じてその受ける給付の完了の確認（第１３条の規定に

基づき部分払をする場合において既済部分又は既納部分の確認を含む。）をするため必要

な検査をさせなければならない。 

２ 社長は、前項の検査をさせるため、検査員を設置するものとする。ただし、社長が指

定する契約については、この限りでない。 

 (目的物の引渡し) 

第２３条 社長は、検査員から検査に合格した旨の通知を受けたときは遅滞なく契約の相

手方から当該契約の目的物の引渡しを受けるものとする。 

２ 契約の目的物の一部が完成した場合において、当該目的物の引渡しを必要とするとき

は、前項の規定に準じて契約の相手方からその引渡しを受けることができる。 

３ 前２項に規定する引渡しのときをもって、所有権が契約の相手方から移転するものと

する。 

４ 物件の売払いの場合においては、当該契約の目的物の引渡し条件を確認したのち契約

の相手方に当該目的物の受領書を提出させるものとし、その受領書を受理した日をもって

契約の相手方へ当該目的物を引渡すものとする。 

（支払い） 

第２４条 契約の相手方から適正な支払請求を受理した日から、工事代金については４０

日、その他の給付に対する対価については３０日以内に支払うこととする。 

（代価の納入） 

第２５条 物件を売却、貸付、又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があ

るときは、当該物件の引渡し又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなけれ

ばならない。 



附 則 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 


